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東京高裁平成一一年（行コ）第一五七号、一二・二・二九判決

判 決

控訴人 セメダイン

被控訴人 中央労働委員会

被控訴人補助参加人 CSU フォーラム

(主文)

一 本件控訴を棄却する。

二 控訴費用(参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。

(事実及び理由)

第一 申立て

一 控訴人

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人が、中労委平成八年不再第二五号事件について、平成一〇年三月四日付

けでした命令を取り消す。

3 訴訟費用は、参加費用を含め第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二 被控訴人及び補助参加人

控訴棄却

第二 事案の概要

事案の概要は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決「事実及び理由」第二に記

載のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決五頁九行目の「いう」を「規定する」に改め、同末行の「立証してもいない」

の次に「(後記（二)(2)参照)」を、同六頁二行目の末尾に「なお、同条一項は、使用

者側の法的利益をも保護している規定であり、使用者は資格審査の瑕疵を理由に当該

命令の取消を求めることができると解すべきである。」を各加える。

2 原判決七頁八行目の「補助参加人」の前に「後記のように平成一一年三月三一日に

控訴人を定年退職した」を加え、同一〇行目の「関与しているから」を「関与してい

たから」に改める。

3 原判決一一頁四行目の「基本要求」の前に「不当労働行為の回避に努める等の」を、

同七行目の「基本要求」の前に「前記」を、同一二頁二行目の「労働組合法」の次に

「五条一項」を各加え、同四行目の「便宜」から同行目の「ないし」までを「利益保

護のためではなく」に改める。

4 当審における付加主張

(控訴人)

補助参加人は、従前から五名の組合員の氏名しか公表しておらず、その中、控訴人

の在籍者は議長の X1 と、副議長の X2 であったところ、X2 は平成一一年三月三一日

付けで定年により控訴人を退職した。補助参加人は、企業内組合ということであるか

ら、「労働組合」として有効に存在するためには、最低でも二名の公表された控訴人

の在籍組合員が存在することが必須の要件であるところ、現在、補助参加人の公表さ

れた右在籍組合員は X1 一名のみであり、平成一一年四月以降、補助参加人は、労働

組合法上の「労働組合」ではなくなり、「救済の利益」(訴えの利益)が消滅したもの
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である。したがって、補助参加人の本件救済申立は却下されるべきであり、原判決は

取り消されるべきである。

(被控訴人及び補助参加人)

X2 が、控訴人主張の日時に定年退職したことは認める。

不当労働行為救済命令取消訴訟は当該処分の当否を判断することが目的であるか

ら、違法判断の基準時はその処分時すなわち当該命令の交付時と解するのが相当であ

り、控訴人の主張は失当である。

補助参加人の平成一〇年六月四日に改正された組合規約の二条は、「この組合はセ

メダイン株式会社の管理職、管理職資格者およびその退職者で組織する。ただし、使

用者の利益を代表する者は含めないものとする。」と規定しているところ、補助参加

人には一〇数名の組合員が所属しており、その役員構成は、議長 X1、副議長 X2、事

務局長 X3、相談役 X4 であるが、議長、副議長、事務局長の役員構成については、

控訴人にも通知済みである。したがって、補助参加人は団体性を有しており、控訴人

の右主張は理由がない。

第三 当裁判所の判断

一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり

付加、訂正するほかは、原判決「事実及び理由」第三に記載のとおりであるから、こ

れを引用する。

1 原判決一三頁四行目の「労働組合法五条」の次に「一項」を加え、同六行目の「促

進」を「促進助長し、組合の自主性、民主性を確保」に改め、同七行目の「五条」

の次に「一項」を加える。

2 原判決一五頁九行目の「管理職の定年退職者」を「管理職定年者」に、同一六頁

五行目の「同時期ころ」を「この際」に各改める。

3 原判決一七頁二行目の「称し」の次に「(後記のとおり、後日、名称を「CSU フ

ォーラム」と変更した。)」を加え、同九行目の「八条」を「七条」に、同二〇頁

四行目の「右の」を「前記」に各改める。

4 原判決二一頁二行目の「組合」から同三行目の「通告書」までを「CSIJ 経営改

革フォーラム《規約案》及び「労働組合結成通告」と題する書面」に改め、同行目

の「規約」の次に「(案)」を加え、同四行目の「結成通告書」を「結成通告と題す

る書面」に改める。

5 原判決二二頁三行目の「文書」の次に「(乙三四)」を、同五行目の「文書」の次

に「(乙三五)」を、同二三頁二行目の「定期昇給」の前に「本人給の」を、同二四

頁四行目の「その後も」の次に「右目的の趣旨に沿った」を各加える。

6 原判決二五頁二行目の「これ」から同三行目の「用いていること」までを「「労

働者の代表者」という文言を用いて、労働者の団結の形態を問わない旨明らかにし

ていること」に改め、同二六頁七行目の「労働組合であっても、」の次に「使用者

と対等関係に立ち、自主的に結成され統一的な団体であれば、」を加える。

7 原判決二七頁末行の「もっとも、」の次に「労働組合に利益代表者が参加すること

により、」を、同二九頁初行の「内容は、」の次に「具体性を欠き」を各加える。

8 原判決二九頁六行目の「五八」の次に「、一八三、一八九」を、同三七頁一〇行
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目の「X2 は、」の次に「平成一一年三月三一日付けで定年退職(当事者間に争いが

ない。)するまで」を各加え、同三八頁初行の「行っている」を「行っていた」に

改める。

9 原判決三八頁二行目の「以上の認定事実によれば」を「ところで」に、同四行目

の「として」を「といえるためには、人事に関して直接の権限を有していることが

必要であるところ、以上の認定事実によれば、控訴人において」に、同四〇頁初行

の「他の」から同二行目の「次長)」までを「次長」に各改め、同四行目の「利益

代表者」の前に「同号所定の」を加え、同行目の「示す」を「うかがわせる」に改

める。

10 原判決四〇頁末行の「認められるところ、」の次に「控訴人は、団体交渉の相手

方である補助参加人の組合員に控訴人の従業者がいることを了知していることは前

記認定のとおりであり、また、」を加える。

11 控訴人の当審における付加主張について

控訴人は、控訴人に対し公表されている控訴人在籍者の補助参加人の組合員二名

の中の X2 が平成一一年三月三一日付けで控訴人を定年退職したため、企業内組合

である補助参加人は労働組合法上の「労働組合」としては存続しなくなり、「救済

の利益」(訴えの利益)が消滅し、本件救済申立は却下されるべきであった趣旨の主

張をするので判断する。X2 が控訴人主張の日時に定年退職したことは当事者間に

争いがないが、補助参加人は、控訴人の管理職、管理職資格者及びその退職者で組

織され、現在一〇数名の組合員が所属しており、その役員構成は、議長 X1、副識

長 X2、事務局長 X3、相談役 X4 であるが、右役員の氏名は控訴人に明らかにされ

ており、公表されている控訴人在籍組合員が X1 一名になったとしても、補助参加

人が労働組合として団体性を有し存続していることは明らかであり、訴えの利益が

消減した旨の控訴人の主張は、その前提において失当であり、採用できない。その

他本件命令を求める「救済の到益」が失われたことを認めるに足りる証拠はない。

二 以上の次第であるから、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これ

を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七

条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第八民事部


